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ミャンマー規制緩和、建築資材の小売卸売にも

外資企業の参入認める 

ミャンマー商務省は、この 18 か月間で 3 度目となる告示を公布し、外資企業

に対しトレーディングビジネスを包括的に禁止するポリシーに関し、新たな

例外措置を設けた。トレーディングの定義は依然明確にされていないが、外

資保有割合が何パーセントであるかを問わず 1%でも外資が保有していれば

外資企業であるとされる。 

この新告示（2016 年第 56 号）は、ミャンマー内国企業とジョイントベンチ

ャーを組成することを条件として、外資企業に建築資材の小売および卸売業

を営む途を開くものである。同告示は、同様の条件で外資企業に自動車ショ

ールームの開設を認めた 2015 年第 20 号告示（2015 年 3 月公布）、肥料・

種子・殺虫剤・医療機器のトレーディングを認めた 2015 年第 96 号告示

（2015 年 11 月公布）に引き続くものである（2015 年 11 月の Client Alert
「ミャンマー、外資企業へのトレーディングビジネス開放に向け一歩前進」

を参照されたい）。 

本告示の公布は、ミャンマー商務省が、ミャンマーで行われているいくつか

の建設プロジェクトにおいて使用されている建築資材の品質に対する懸念に

つき、対処する用意があることを示すものとして好意的に受け止められる。

本告示も、これが一定の品質の建築資材が使用されることを目的とするもの

であると明確に述べている。 

本告示の特徴的な点は下記のとおりである。 

 外資保有割合が何パーセントまで認められるのかという点については言

及がない。また、これまで公布された告示において、何社の外資企業が

例外措置の適用を認められたのか、また、その際のジョイントベンチャ

ーの外資保有割合が何パーセントであったのかについては公表されてい

ない。 

 トレーディングが認められる「建築資材」に具体的にいかなる物品が含

まれるのかについては言及がない。 

 承認を受けた企業が本告示に基づき輸入し小売・卸売等を行う建築資材

については、大臣省が規定する品質基準および仕様に従うことが求めら

れる。 

 商務省は、トレーディングが許される品目リストにつき、市場環境およ

び同じ業種に属する 100%ミャンマー内国企業の状況を見つつ、改訂し

ていく予定である。 

 告示中に、ジョイントベンチャーが行うことのできるトレーディングの

総額は、外資企業側パートナーが投資する外国通貨の額を上限とする、

とも解釈しうるいささか特異な条件が定められている。この点について

はさらに明確化されることが求められる。 

商務省は、承認を受けたジョイントベンチャー企業に対しては、基本的に、

同業の 100%ミャンマー内国企業に対して適用されるのと同様の許可手続を適

用するとしている。 
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